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○
内
閣
府
令
第

号

消
費
者
安
全
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
費
者
安
全
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

消
費
者
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

消
費
者
安
全
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
情
報
の
通
知
）

（
情
報
の
通
知
）

第
九
条

［
略
］

第
九
条

［
同
上
］

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

８

法
第
十
二
条
第
二
項
の
場
合
に
お
け
る
同
条
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措

８

法
第
十
二
条
第
二
項
の
場
合
に
お
け
る
同
条
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措

置
は
、
同
項
に
規
定
す
る
全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
又
は
事

置
は
、
同
項
に
規
定
す
る
全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
又
は
事

故
情
報
デ
ー
タ
バ
ン
ク
（
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
生
ず
る
被
害
の
発
生
又
は

故
情
報
デ
ー
タ
バ
ン
ク
（
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
生
ず
る
被
害
の
発
生
又
は

拡
大
の
防
止
を
図
る
た
め
、
消
費
者
庁
、
関
係
行
政
機
関
、
関
係
地
方
公
共
団
体

拡
大
の
防
止
を
図
る
た
め
、
消
費
者
庁
、
関
係
行
政
機
関
、
関
係
地
方
公
共
団
体

、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
消
費
者
そ
の
他
の
関
係
者
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
の
方

、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
消
費
者
そ
の
他
の
関
係
者
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
の
方

法
に
よ
り
、
消
費
生
活
に
お
い
て
生
じ
た
事
故
等
（
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に

法
に
よ
り
、
消
費
生
活
に
お
い
て
生
じ
た
事
故
等
（
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に

被
害
を
生
じ
さ
せ
る
事
故
又
は
当
該
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
態
に
限

被
害
を
生
じ
さ
せ
る
事
故
又
は
当
該
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
態
に
限

る
。
）
に
関
す
る
情
報
を
蓄
積
し
、
及
び
活
用
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
消
費

る
。
）
に
関
す
る
情
報
を
蓄
積
し
、
及
び
活
用
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
消
費

者
庁
が
管
理
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
）
へ
の
情
報
の
入
力
と
す
る
。

者
庁
及
び
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
共
同
し
て
管
理
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
）
へ

の
情
報
の
入
力
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
八
年
九
月

日
か
ら
施
行
す
る
。


